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【物件名】旧豊岡幼稚園

供給処理施設

電気

公営水道

公共下水道

配管等の状況

概ね平坦なほぼ長方形地

茂原市粟生野字南川間2653番1

-

物件調書

0475-23-9482

-

住居表示

敷地面積

私道負担

なし

なし

建築基準法第22条区域、日影規制、斜線制限、景観法及び茂原市景観条例に基づく景観計画区域

高度制限

防火指定

北側：市道1級18号線　幅員約10mの片側歩道付舗装市道に等高に接面
西側：市道1級24号線　幅員約8.5mの片側歩道付舗装市道に等高に接面
南側：市道3級3186号線　幅員約5mの舗装市道に等高～0.7ｍ程度高く接面
東側：市道3級3186号線　幅員約5mの舗装市道に等高～0.7ｍ程度高く接面

200%

宅地地　目

形　状

所在地

3,363.32㎡

-

有

無

無

接面道路
の状況

都市計画区域内非線引

事業所名 電話番号

-法
令
に
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く
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限

60%

そ
の
他

私道の負担等に関
する事項

用途地域

地域・地区

建ぺい率

容積率

供給処理
施設の概要

無指定
都
市
計
画
法

建
築
基
準
法

道路後退

負担の内容

負担の内容

長生郡市広域市町村圏組合水道部業務課

-

プロパンガス

有

公共施設

都市ガス

交通機関

バス

車

鉄道等

豊岡小学校　約0.5ｋm　茂原市役所本納支所　約5.1km

JR外房線　本納駅から約5.2km　車で約9分

小湊バス「吉田」から約1.0km　徒歩で約14分

圏央道茂原北ICから約8.6km　車で約14分

・北側の片側歩道付舗装市道に等高に接面しています。
・西側の片側歩道付舗装市道に等高に接面しています。
・南側の舗装市道に等高～0.7ｍ程度高く接面しています。
・東側の舗装市道に等高～0.7ｍ程度高く接面しています。

0438-55-4792

う.本地内の高低差

・概ね平坦です。

◎参考事項（物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項）

・不動産登記記録上の地目と地積は、次のとおりです。
　2653番1　宅地　3,363.32㎡

あ.面積及び地目

い.隣接地(接面道路を含む。)との高低差

東京電力パワーグリッド㈱木更津支社
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・本地は、令和3年3月まで幼稚園として使用されていました。
・本地の南側は、茂原市洪水ハザードマップにおいて、想定最大規模の降雨(1000年に１回程度の発生確率)で想定される浸水深で、水の
深さが0m～3.0mの区域に該当しています。
・本地内の北側には門扉が設置されており、開口約6.1mの進入路があります。
・本地内の西側には門扉が設置されており、開口約4.1mの進入路があります。
・本地内に上水道管（φ25）の引込みがされていますが、経年劣化による影響は確認していません。
・土壌汚染調査、地盤調査、地中埋設物の調査等はしていません。
・本地は、景観法による景観区域内に立地するため、一定規模以上の建築物や工作物の建築等を行う場合は、同法に基づく届出が必要に
なります。詳細については、茂原市都市建設部都市計画課(0475-20-1546）で確認してください。
・本地において、一定規模以上の宅地開発事業を行う場合については、茂原市宅地開発指導要綱に基づく所定の手続きが必要になる場合
があります。詳細については、茂原市都市建設部都市計画課(0475-20-1546）で確認してください。
・本地は、総合保養地域整備法(リゾート法)による特定地域の区域内に所在するため、一定規模以上の建築物については、建築基準法施行
条例に基づく規制の対象となります。詳細については、茂原市都市建設部建築課(0475-20-1588）で確認してください。
・文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地には該当しません。
・上水道の使用再開にあたっては、長生郡市広域市町村圏組合水道部に申込が必要です。その際は「給水申込納付金」が必要になります。
詳細は長生郡市広域市町村圏組合水道部（0475-23-9482）へお問い合わせください。
・土地の開発等（建築を含む。）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法等の法令及び条例等により、規制、指導がなされる場
合があるので、詳細は各関係機関へ確認してください。
・図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先します。

き.「私道の負担等に関する事項（負担の内容）」

・なし。

く.供給処理施設の状況

・電気、上水道の引き込みは済んでいます。

け.その他

※ご注意：必ずご自身で、現地確認をお願いいたします。

・北西端部にある街路樹の枝が及び雨水枡が本地内に越境しています。
・南東端部の擁壁が東側に接面する市道に最大2ｍ程度越境しています。
・南東端部の擁壁内にある樹木が東側に接面する市道に越境しています。
・東側のフェンス塀が最大約0.2ｍ程度越境しています。

か.物件内の工作物及び樹木等の状況

・幼稚園として使用されていた建物以外に倉庫や遊具等が存在しています。
・北西端部に東京電力（本柱1本、支柱1本）、NTT（支柱1本）、西側中央部に東京電力（本柱1本）、南西端部に東京電力（本柱1本、支柱
1本）の電柱等が設置されています。

え.障壁（擁壁）等の状況

・南東端部には高さ約0.ｍ～0.7ｍの擁壁が設置されており、ズレや隙間が確認されています。

お.越境物の状況
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【案内図】

3



【明細図】

4



【現況図】
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【建物等の概要】

所在地 茂原市粟生野字南川間2653番地1

家屋番号 2653番1

種類

①教習所
②教習所
③教習所
④物置

構造

①木造スレートぶき平家建
②木造スレートぶき平家建
③軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
④木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建

床面積

①424.47㎡
②172.24㎡
③118.33㎡
④6.88㎡
延床面積　721.92㎡

建築時期

①昭和40年8月
②昭和53年3月
③平成7年頃
④年月不詳

部屋数等

①遊戯室、保育室×1、預かり保育室×1、職員室、保健室、園長室、湯沸室、倉庫、教材室×2

②保育室×2、トイレ、倉庫

③保育室（多目的室）×2

1.設備
　・設備の現状は以下のとおりです。
　・建築物の用途変更等に際し必要があるときは、事業者の責任と負担により設備を改修することができます。
　・下記及びその他の設備について、設置から相当年数経過しているため、使用する場合は、諸設備等の大規模な修繕等
   が必要になる場合があります。

  (5)消防設備点検
　　令和6年9月に実施し、点検の結果、指摘事項はありませんでした。
　　点検内容：自動火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消化器類

  (4)受水槽･高架水槽
　　なし。

(3)自家用電気工作物点検
　　なし。

　(2)ガス機器
　　閉園に伴い閉栓しています。

　(1)空調
　　①職員室（1台）
　　②なし
　　③保育室（多目的室×各1台）

その他
特記事項
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　(9)通信設備
　　電話回線及びインターネット回線は解約済です。

　(8)遊具点検
　　閉園後は実施していないため、現在は使用できない可能性があります。

　(6)浄化槽点検
　　令和3年4月に実施し点検の結果、指摘事項はありませんでした。
　　令和4年12月　休止届出済です。
　　内容：48人槽（分離ばっ気式）

　(7)機械警備
　　セコム設置済　稼働中

5.千葉県ドクターヘリランデブー･ポイント指定の状況
　ドクターヘリランデブー・ポイントに指定されていません。

6.アスベスト及びPCB使用電気機器の有無
　・アスベスト調査を実施していないため、アスベストが含有されている可能性は否定できません。
　・安定器その他にPCBの使用はしていません。

7.工事・修繕の履歴等
　・建物の工事・修繕の記録が確認できません。

8.その他
　・本物件は令和3年3月まで幼稚園として利用されていました。
　・本物件は主である建物1棟及び附属建物3棟、外周のフェンス等の工作物並びに建物に付帯する諸設備等付きの物件
　　です。
　・附属建物（符号2及び3)については建築確認済証及び検査済証は確認されていないため、現況での使用または増築、
　　改築、用途変更を行う場合は、監督官庁より是正を求められる場合があります。
　・本物件は令和3年4月以降未利用となっており、建物の劣化が進んでいるため、使用する場合は、大規模な修繕等が
　　必要と思われます。
　・本物件については、耐震診断及びアスベスト調査を実施していません。
　・安定器その他にPCBの使用は認められません。
　・解体撤去する場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等い関する法律（建設リサイクル法）」に基づく届け出が必要
　　になるとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄物の適正な処理が義務付けられます。
　・本物件に含まれる建物、工作物及び建物に付帯する諸設備等が現況のまま引き渡されることを十分に理解し、これを
　　使用する場合において必要となる修繕や整備、安全性の確保については、自らの負担と責任において行ってください。
　・本物件建物内に、残置されている設備等は、買受人の負担で適切に処理してください。処分にあたり、「廃棄物の処理
　　及び清掃に関する法律」や「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」に基づく適正な処理を行ってください。
　・本物件の南側部分には、ブランコ、チェーンネット遊具、登り棒、太鼓梯子、滑り台、鉄棒等の遊具が存在します。当該
　　各遊具の詳細な設置時期は不明ですが、遊具に添付されたラベル等によると、当該遊具は平成13年～平成14年頃
　　に設置されたと考えられます。設置後20年程度が経過しており、相当に老朽化しております。
　・附属建物（符号3）については、設計図書はありません。
　・本物件に含まれる建物、工作物及び建物に付帯する諸設備等が現況のまま引き渡されることを十分に理解し、これを
   使用する場合において必要となる修繕や整備、安全性の確保については、自らの負担と責任において行ってください。
　・図面その他記載事項と現況が異なる場合は、現況を優先します。

その他
特記事項

2.施設の開放状況
　施設の開放は行っていません。

3.投票所指定の状況
　投票所として指定していません。

4.防災拠点指定の状況
　避難所として指定していません。
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【平面図】
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